
家屋敷、事務所・事業所課税フローチャート（共有名義）

家屋敷（ａ）、事務所・事業所（ｂ）に該当した方

　申告書に記入の上、提出してください。

○次にあてはまりますか？

　・賦課期日（毎年1月1日）において、沖縄市に住民登録をしていない

○賦課期日時点で、沖縄市内に次のいずれ

かを有していますか？

　①自己所有の建物

　②共有名義の建物

　（相続人代表者を含む）

　③有していない

○共有名義人の中の実質的な支

配権はありますか？（※１）

　Ａ　ある

　Ｂ　ない

○対象となる建物は、次のいずれかにあてはまりますか？

　ａ自己又は家族がいつでも住める状態

　（単身赴任で妻子・親族等を常時住まわせている住宅、別荘等）

　ｂ自営業（法人登記無し）を営んでおり、事業を行うための事務所・事業所

　ｃ貸付が目的の建物（自己所有のアパート等）

家屋敷、事務所・事業所課税による納税義

務は発生しません。

（申告書の提出不要）

実質的な支配権が他者にある場合には支配

権がある方から申告書の提出をお願いしま

す。

※１　実質的な支配権がある人とは

欲する時に自己や家族がいつでも住むことができる人

をいいます。

いいえ

はい
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家屋敷、事務所・事業所課

税による納税義務は発生し

ません。

（申告書の提出不要）

事務所・事業所を有してい

るため、事務所・事業所に

関する申告書の提出が必要

です。

家屋敷を有しているため、

家屋敷に関する申告書の提

出が必要です。

ｂ ｃ


